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地
域
福
祉
人
材
育
成
助
成
金

▼
問
合
せ　

福
祉
課☎

62

－

０
７
１
６

　

町
で
は
、
福
祉
の
分
野
に
理
解
と
熱
意
を

持
つ
人
材
を
確
保
・
育
成
し
、
地
域
福
祉
の

充
実
を
図
る
た
め
、
助
成
金
を
交
付
し
て
い

ま
す
。

助
成
額
及
び
交
付
要
件

・
５
万
円

①
事
業
所
で
の
勤
務
経
験
の
な
い
方
で
、
対

象
と
な
る
資
格
の
い
ず
れ
か
を
取
得
し
、

新
規
に
対
象
と
な
る
所
在
地
に
あ
る
事
業

所
で
勤
務
を
開
始
さ
れ
た
方

②
対
象
と
な
る
資
格
の
い
ず
れ
か
を
持
ち
、

事
業
所
で
の
勤
務
経
験
の
あ
る
方
が
、
結

婚
、
育
児
、
病
気
等
の
理
由
か
ら
３
年
以

上
の
離
職
期
間
を
経
て
、
対
象
と
な
る
所

在
地
の
事
業
所
で
勤
務
を
開
始
さ
れ
た
方

・
３
万
円

　

対
象
と
な
る
所
在
地
の
事
業
所
に
勤
務
さ

れ
る
方
で
、
自
己
の
技
能
向
上
の
た
め
に
、

対
象
と
な
る
資
格
を
新
た
に
取
得
さ
れ
た
方

※
申
請
は
、
１
人
１
回
を
限
度
と
し
ま
す
。

た
だ
し
、
自
己
技
能
向
上
の
た
め
、
新
た

に
資
格
を
取
得
さ
れ
た
場
合
は
、
そ
の
都

度
３
万
円
が
支
給
と
な
り
ま
す
。

助
成
の
対
象
と
な
る
方

　

次
の
条
件
の
全
て
に
該
当
す
る
方

①
申
請
日
に
嵐
山
町
に
住
所
が
あ
る
方

②
町
税
等
を
滞
納
さ
れ
て
い
な
い
方
（
同
一

世
帯
に
属
す
る
方
も
含
み
ま
す
）

③
申
請
日
に
対
象
と
な
る
所
在
地
の
事
業
所

に
勤
務
さ
れ
て
い
る
方

対
象
と
な
る
資
格

　

社
会
福
祉
士
、
介
護
福
祉
士
、
精
神
保
健

福
祉
士
、
理
学
療
法
士
、
言
語
聴
覚
士
、
作

業
療
法
士
、
視
能
訓
練
士
、
手
話
通
訳
士
、

介
護
支
援
専
門
員
、
看
護
師
、
准
看
護
師
、

介
護
職
員
初
任
者
研
修
修
了
者
、
介
護
職
員

実
務
者
研
修
修
了
者

対
象
と
な
る
事
業
所
所
在
地

　

嵐
山
町
、
東
松
山
市
、
滑
川
町
、
小
川
町
、

川
島
町
、
吉
見
町
、
鳩
山
町
、
と
き
が
わ
町
、

東
秩
父
村

申　

請

　

勤
務
を
開
始
し
た
日
（
資
格
取
得
に
つ
い

て
は
、
資
格
を
取
得
し
た
日
）
か
ら
１
年
以

内
に
申
請
し
て
く
だ
さ
い
。
申
請
用
紙
は
役

場
福
祉
課
に
用
意
し
て
あ
り
ま
す
。
ま
た
、

町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か
ら
も
取
得
で
き
ま
す
。

難
病
患
者
見
舞
金

▼
問
合
せ　

福
祉
課☎

62

－

０
７
１
６

対
象
と
な
る
方

①
今
年
度
申
請
し
て
い
な
い
方

②
申
請
時
点
で
町
に
引
き
続
き
１
年
以
上
住

民
登
録
が
あ
る
方
で
、
保
健
所
で
特
定
疾

患
医
療
受
給
者
証
、
小
児
慢
性
特
定
疾
病

医
療
受
給
者
証
を
交
付
さ
れ
て
い
る
方

ご
寄
付
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

▼
問
合
せ　

総
務
課☎

62

－

２
１
５
１

　

令
和
３
年
度
上
半
期
に
次
の
方
か
ら
ご
寄

付
・
ご
寄
贈
が
あ
り
ま
し
た
。
ご
趣
旨
に
沿

い
、
有
効
適
切
に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま

す
。

・
嵐
山
町
自
動
車
整
備
組
合
様

・
嵐
山
町
建
設
水
道
事
業
協
同
組
合
様　

・
村
田
弘
子
様

・
ユ
タ
カ
技
研
労
働
組
合
様

・
株
式
会
社
研
文
社
様

・
株
式
会
社
Ｔ
Ｋ
Ｃ
様

・
明
治
安
田
生
命
保
険
相
互
会
社
様

・
パ
マ
デ
ン
ス
株
式
会
社
様　

（
受
付
順
）

　

そ
の
他
匿
名
希
望
の
方
か
ら
も
、
多
く
の

ご
寄
附
・
ご
寄
贈
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

紅
葉
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す

▼
問
合
せ　

嵐
山
町
観
光
協
会

☎
81

－

４
５
１
１

　

11
月
20
日（
土
）・
21
日（
日
）の
２
日
間
、

嵐
山
渓
谷
紅
葉
ま
つ
り
を
開
催
し
ま
す
。

　

詳
細
は
観
光
協
会
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
等
で
お

知
ら
せ
し
ま
す
。

交
通
災
害
共
済
の
見
舞
金

▼
問
合
せ　

町
民
課☎

62

－

２
１
５
４

　

市
町
村
交
通
災
害
共
済
に
加
入
し
て
い
る

方
が
、
加
入
期
間
中
に
交
通
事
故
で
け
が
を

し
、
病
院
等
で
治
療
を
受
け
た
場
合
、
入
院
・

通
院
の
日
数
に
応
じ
て
、
見
舞
金
を
受
け
取

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　

見
舞
金
は
、
交
通
事
故
に
あ
わ
れ
た
日
の

翌
日
か
ら
起
算
し
て
２
年
を
経
過
す
る
と
、

請
求
が
で
き
な
く
な
っ
て
し
ま
い
ま
す
。

　

走
行
中
の
自
転
車
か
ら
落
ち
た
等
、
警
察

に
届
出
し
て
い
な
い
小
さ
な
事
故
で
も
対
象

と
な
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

　

町
民
課
に
て
、
見
舞
金
の
対
象
に
な
る
か

の
確
認
と
、
請
求
の
受
付
を
行
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
お
電
話
ま
た
は
窓
口
に
て
、
一
度

ご
確
認
く
だ
さ
い
。

安
全
・
安
心
な
学
校
給
食
を

届
け
る
た
め
に

▼
問
合
せ　

教
育
委
員
会
事
務
局

☎
62

－

０
８
２
３

　
「
学
校
給
食
」
は
、
子
供
た
ち
に
と
っ
て

バ
ラ
ン
ス
良
く
栄
養
を
摂
取
す
る
た
め
に
欠

か
せ
な
い
存
在
で
あ
る
と
共
に
、
食
材
の
生

産
者
、
調
理
師
、
栄
養
教
諭
な
ど
多
く
の
方

が
携
わ
っ
て
成
り
立
ち
、
町
立
小
・
中
学
校

と
幼
稚
園
に
提
供
し
て
い
ま
す
。

※
障
害
者
支
援
施
設
等
に
入
所
さ
れ
て
い
る

方
、
特
別
障
害
者
手
当
、
在
宅
重
度
心
身

障
害
者
手
当
等
を
受
給
さ
れ
て
い
る
方
は

支
給
対
象
外
と
な
り
ま
す
。

見
舞
金
額　

年
額
５
０
０
０
円

持
ち
物

・
特
定
疾
患
等
医
療
受
給
者
証
の
写
し

・
印
鑑

・
通
帳
等
（
振
込
先
口
座
番
号
等
が
分
か
る

も
の
）

申
請
期
日　

令
和
４
年
３
月
31
日（
木
）

戦
没
者
等
の
ご
遺
族
の
皆
様
へ

▼
問
合
せ　

福
祉
課☎

62

－

０
７
１
６

第
11
回
特
別
弔
慰
金
を
交
付
し
ま
す

支
給
内
容　

額
面
25
万
円
、
５
年
償
還
の
記

名
国
債

請
求
期
限　

令
和
５
年
３
月
31
日
ま
で

※
請
求
期
限
を
過
ぎ
る
と
第
11
回
特
別
弔
慰

金
を
受
け
る
こ
と
が
出
来
な
く
な
り
ま

す
。

請
求
書
類　

福
祉
課
ま
で
ご
請
求
く
だ
さ
い
。

請
求
者
に
よ
り
書
類
の
種
類
が
異
な
り
ま

す
。

※
支
給
対
象
者
等
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

　

学
校
給
食
が
お
い
し
く
安
全
・
安
心
で
あ

る
た
め
に
は
、
保
護
者
の
皆
さ
ん
か
ら
の
給

食
費
が
適
切
に
納
入
さ
れ
る
こ
と
が
必
要
不

可
欠
で
す
。
公
平
性
を
保
つ
た
め
に
も
、
ご

理
解
、
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

11
月
は
い
じ
め
撲
滅
強
調
月
間

▼
問
合
せ　
埼
玉
県
県
民
生
活
部
青
少
年
課

☎
０
４
８

－

８
３
０

－

２
９
０
７

　

い
じ
め
は
重
大
な
人
権
侵
害
で
あ
り
、
決

し
て
許
さ
れ
る
こ
と
で
は
あ
り
ま
せ
ん
。

　

埼
玉
県
は
、
11
月
を「
い
じ
め
撲
滅
強
調

月
間
」に
制
定
し
、
い
じ
め
問
題
の
根
絶
に

集
中
的
に
取
り
組
ん
で
い
ま
す
。

　

い
じ
め
を
受
け
て
い
た
り
、
い
じ
め
に
気

が
付
い
た
り
し
た
ら
一
人
で
悩
ま
ず
相
談
・

通
報
し
て
く
だ
さ
い
。

▼
相
談
窓
口
等

よ
い
子
の
電
話
教
育
相
談
（
埼
玉
県
立
総
合

教
育
セ
ン
タ
ー
）

（
毎
日
24
時
間
）

18
歳
以
下
の
子
供
用
（
無
料
）

　

＃
７
３
０
０
（
な
や
み
ゼ
ロ
ゼ
ロ
）

　

ま
た
は
☎
０
１
２
０

－

８
６

－

３
１
９
２

保
護
者
用

　

☎
０
４
８

－

５
５
６

－

０
８
７
４

Ｅ
メ
ー
ル
相
談　

soudan@
spec.ed.jp

Ｆ
Ａ
Ｘ
相
談　


０
１
２
０

－

81

－

３
１
９
２

※
Ｅ
メ
ー
ル
、
Ｆ
Ａ
Ｘ
相
談
の
受
信
確
認
及

び
返
信
は
、
平
日
の
９
時
か
ら
17
時
の
時

間
帯
に
行
っ
て
い
ま
す
。

い
じ
め
通
報
窓
口
（
埼
玉
県
教
育
委
員
会
）

小
・
中
・
高
校
生
の
い
じ
め
に
関
す
る
通
報

・
こ
の
窓
口
は
い
じ
め
に
つ
い
て
の
情
報
提

供
を
受
け
る
こ
と
が
目
的
で
あ
り
、
相
談

に
対
す
る
返
信
は
行
い
ま
せ
ん
。

・
通
報
さ
れ
た
情
報
は
学
校
に
提
供
し
ま
す

が
、
あ
な
た
が
送
信
し
た
こ
と
が
わ
か
ら

な
い
よ
う
に
調
査
・
対
応
し
ま
す
。

埼
玉
県
警
察
少
年
サ
ポ
ー
ト
セ
ン
タ
ー

（
月
～
金
／
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
８
時

30
分
～
17
時
15
分
）

　

☎
０
４
８

－

８
６
１

－

１
１
５
２（
少
年
用
）

　

☎
０
４
８

－

８
６
５

－

４
１
５
２（
保
護
者
用
）

子
ど
も
ス
マ
イ
ル
ネ
ッ
ト

（
毎
日
／
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く
10
時
30

分
～
18
時
）

　

☎
０
４
８

－

８
２
２

－

７
０
０
７

社
会
福
祉
法
人　

埼
玉
い
の
ち
の
電
話

（
毎
日
24
時
間
）

　

☎
０
４
８

－

６
４
５

－

４
３
４
３

特
定
非
営
利
活
動
法
人
さ
い
た
ま
チ
ャ
イ
ル

ド
ラ
イ
ン

（
毎
日
16
時
～
21
時
）

18
歳
以
下
の
子
供
専
用
（
無
料
）

　

☎
０
１
２
０

－

99

－

７
７
７
７

埼
玉
県
こ
こ
ろ
の
電
話
（
埼
玉
県
立
精
神
保

健
福
祉
セ
ン
タ
ー
）

　

心
の
健
康
や
悩
み
に
関
す
る
相
談

（
月
～
金
／
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く　

９

時
～
17
時
）

　

☎
０
４
８

－

７
２
３

－

１
４
４
７

子
ど
も
の
人
権
１
１
０
番 
（
さ
い
た
ま
地
方

法
務
局
）

（
月
～
金
／
祝
日
・
年
末
年
始
を
除
く　

８

時
30
分
～
17
時
15
分
）

　

☎
０
１
２
０

－

０
０
７

－

１
１
０（
無
料
）

Ｅ
メ
ー
ル
に
よ
る
相
談

障
害
者
週
間

～
12
月
3
日
か
ら
12
月
9
日
～

▼
問
合
せ　

福
祉
課☎

62

－

０
７
１
６

　

す
べ
て
の
国
民
が
、
障
害
の
有
無
に
よ
っ

て
隔
て
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
相
互
に
人
格
と

個
性
を
尊
重
し
合
い
な
が
ら
共
生
す
る
社
会

を
実
現
す
る
た
め
に
は
、
障
害
及
び
障
害
の

あ
る
方
に
対
す
る
国
民
の
理
解
と
関
心
を
得

る
必
要
が
あ
り
ま
す
。
国
で
は
毎
年
12
月
３

日
か
ら
９
日
を
「
障
害
者
週
間
」
と
定
め
、

障
害
の
あ
る
方
の
自
立
と
社
会
参
加
の
支
援

等
に
関
す
る
活
動
を
は
じ
め
、様
々
な
行
事
、

取
組
み
を
行
う
こ
と
に
し
て
い
ま
す
。


